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日本学生支援機構奨学金の在学猶予について、２０２０年

４月よりその猶予する期間について上限「１０年」を設け

ることが通知されました。 

 

「１０年」の期間の考え方については下記をご確認いただ

き、ご自身がどれだけの期間猶予を受けることが出来るか

をご確認ください。 



 ≪例１≫ 

2020年 3 月まで貸与を受けた者が、2020年 4 月から大学（学部）に進学し、4年間の在学猶

予が承認されて 2024年 3月に卒業した場合 

  

 

  

奨学金貸与 在学猶予 4年 
以降の適用可能期間： 

6年（72月） 

 

在学猶予適用期間 最長 10 年 

 

≪例２≫ 

2018年 3月まで貸与を受け、2018年 4月から大学（学部）に進学した者で、すでに 4年間在

学猶予を機構が承認しており、このまま 2022年 3月に卒業した場合 

  

 

  

奨学金貸与 
（2年） （2年） 

以降の適用可能期間： 

8年（96月） 

 

在学猶予適用期間 最長 10 年 

 

 

≪例 3≫ 

過去に 10 年間在学猶予を受けている者が、2020 年 4月から大学の通信教育課程に進学し、1

年間の在学猶予が承認された場合 

  

 

  

奨学金貸与 
（この間 

在学猶予 10年） 

在学

猶予 

1 年 

以降の適用可能期間： 

9年（108月） 

 

在学猶予適用期間 最長 10 年 

 

・2018/04 入学 ・2022/03 卒業 

在学猶予 4 年 

・2020/04 

・2024/03 卒業 ・2020/04 入学 

・2020/04 進学 


